
※確認書類…運転免許証やパスポートなど本人または届出人、請求人、申請人であることを証明する書類

京都市情報館（ホームページ）から各種申請書をダウンロードできます。
http���www.city.kyoto.lg.jp�sogo�page�0000013334.html

資産所在地の区役所
・支所の市民税課印鑑、その他必要書類住宅用家屋証明

各種税証明 市内すべての区役所
・支所の市民税課

請求人、申請人確認書類（※）、
同居していない家族などの場
合は委任状、納税通知書納税証明（軽自動車税）

市内すべての区役所
・支所の市民窓口課、
出張所（一部）、証明
書発行コーナー所得証明、課税証明、評価証明、納税証明

（市・府民税、法人市民税、固定資産税）

印鑑登録証印鑑登録証明

住民票など

請求人、申請人確認書類（※）、
同一世帯の方以外の場合は委
任状

住民票の写し、住民票記載事項証明、
登録原票記載事項証明

窓口持参するもの証明書の種類

証明書の発行

◎老人保健（４月から後期高齢者医療）→保険年金課（�３７１―７２５４）
◎老人医療、母子家庭等医療、障害者医療、児童手当、子ども医療→福祉介護課（�３７１―７２１６）
◎身体障害者手帳、療育手帳、特別障害者手当→支援課（�３７１―７２１７）
◎児童扶養手当→支援課（�３７１―７２１８）

その他の届出

新住所地の福祉介護課
印鑑、介護保険被保険者証、各
種減額証（お持ちの方）

異動日から１４日
以内

市内で異動

介 護 保 険
�
�
６５歳以上
の方

�
�

福祉介護課
（�３７１―７２２８）

市外へ転出

印鑑、本人確認書類（※）、受給
資格証明書（認定を受けている
場合）

市外から転入

受給者の方は、新住所地所管の社会保険事務所へ住所変更届（新住所地の年金担当課にて配布）
を送付

国 民 年 金 新住所地の年金担当課印鑑、年金手帳市外へ転出

加
入
者

保険年金課
（�３７１―７２５４）資格喪失証明書等退職等で加入

印鑑、年金手帳市外から転入

保険年金課
（�３７１―７２５２）

職場の健康保険証

異動日から１４日
以内

就職等で資格喪失

国民健康保険
印鑑、本人確認書類（※）市外へ転出
資格喪失証明書退職等で加入
印鑑、本人確認書類（※）市外から転入

新住所地の市民窓口課
・出張所

印鑑、運転免許証等官公署発行
の写真付身分証明書（即日発行
の場合）、届出人確認書類（※）、
本人以外の場合は委任状

転出届により自動的に登録抹消となり
ます。新住所地で登録申請してください。
市内での住所変更の場合は、印鑑登録
証を引き続き使用することができます。

印 鑑 登 録

新住所地の市民窓口課
（前住所地への届出は
不要）

外国人登録証明書外国人の方の住所変更
�
�
�

本人及び新住所地での
同一世帯の家族以外の
方は手続きできません

	


�

新住所地の市民窓口課
・出張所

印鑑、届出人確認書類（※）、本
人・世帯主以外の場合は委任状住所を定めた日

から１４日以内市内で異動

住所の変更

市民窓口課
（�３７１―７１９１、３７１―７１９２）

転出の日までに市外へ転出

転出証明書住所を定めた日
から１４日以内市外から転入

窓口持参するものいつまでに主な届出の種類

異動があったとき
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と
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４
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な
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より多くの皆様にご利用いただくため、また
総合的に健診や相談を受けていただけるよう、
４月から各種健診・相談の日時を一部変更しま
す。詳しくは、お問い合わせください
第１・３月曜日に実施する健診・相談
◎妊産婦健康相談
◎健康相談
※骨粗しょう症予防健診（予約制）
第１月曜日（祝・休日の場合は第３月曜日）
に実施する相談
◎成人・妊婦歯科相談
対象 妊産婦及び１８歳以上の方
時間は、いずれも午前９時から１０時３０分
なお、基本健診、老人保健法による健康相談、
介護予防相談は廃止となります。
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１―７２９１）、
※印のみ普及担当（�３７１―７２９２）

２月１０日に崇
仁屋内体育施設
で開催された第
５６回下京区民卓
球大会で、次の
チームが優秀な
成績を収め、表
彰されました。

４月からの各種健診・相談について

第５６回下京区民卓球大会結果
下京区体育振興会連合会主催

優 勝 七条第三体育振興会
準優勝 七条体育振興会
三 位 豊園体育振興会

郁文体育振興会

�老人保健制度�は３月末でなくなり
４月から�後期高齢者医療制度�がはじまります

平成２０年７月３１日まで引き続き使
えます。

使えます緑色のシール重障老人健康管
理事業対象者証

当該証をお持ちの方は、別途郵送
する「後期高齢者医療特定疾病療
養受療証」をお使いください。

使えません白色の紙老人保健特定疾
病療養受療証

有効期間が平成２０年３月３１日まで
の当該証をお持ちの方は、別途郵
送する「後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証」をお
使いください。

使えません緑色の紙
老人保健の限度
額適用・標準負
担額減額認定証

別途郵送する「後期高齢者医療被
保険者証」（ピンク色）をお使いく
ださい。

使えません白色の紙老人保健法医療
受給者証

平成２０年４月１日以後に使えるかどうか色（形態）
現在お使いの
各種証の名称

２００８
年度

み
や
こ京
カ
レ
ッ
ジ
の

受
講
生
を
募
集

各種届出・証明書請求は
お忘れなくお早めに

引っ越し・ 

就職などに伴
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保健部からのお知らせ

優勝した
七条第三
体育振興会

市 民 し ん ぶ ん 下京区版 （２）第１４７号 平成２０年３月１５日


